申請の手順

1 申請書・実績報告書・請求書の３枚の該当箇所をご確認ください。
（表面の氏名、住所等の他、裏面の金額等の内容が正しければ、そのまま御利用いただけます。押印は不要です。）
※記載内容が相違している場合は、市ホームページ（ID：1052909）に掲載している様式をダウンロードして作成してください。記入方法は、手書き、入力、どちらでも構いません。

2 申請書の下段にある申請者の同意について記名してください。

3 請求書の裏面に振込先を記入してください。

4 グループホーム入居時の契約書のコピーを用意してください。（グループホームを退去されている場合はグループホームに依頼して下さい。）
なお、グループホームが発行する家賃額証明書で代用できます。

5 各月の領収書を用意してください。（グループホームが発行する家賃支払証明書で代用できます。）
※領収書についてはＦＡＱのＱ1・Ｑ2に詳しく記載しています。
※④、⑤は、添付の「家賃額証明書兼領収証明書」１枚で代用できます。

6 記入押印が終わった申請書・実績報告書・請求書と④・⑤で用意した書類を
流山市役所障害者支援課の担当者まで送付してください。

以上で申請は完了です。裏面によくある質問をまとめてありますので確認してください。









ＦＡＱ（よくある質問）
Ｑ１　〆切日までに領収書の発行が間に合わない場合はどうしたらよいか？
→発行できる月の領収書は提出していただき、間に合わない月の領収書については請求書を仮提出していただきます。
なお、仮提出した分の領収書が発行され次第市役所へ提出していただきます。

Ｑ２　グループホームで領収書を発行していない場合又は領収書が用意できない場合はどうしたらよいか？
→  ①グループホームに「家賃支払い証明書」を発行してもらう。
　　　②銀行口座引き落としの場合は、通帳のコピー（表紙部分と各月家賃が引き落とされているページが必要です。）
　　　③銀行振込の場合は、家賃の請求書と振込の利用明細書等
　上記①②③のどれかで対応してください。

Ｑ３　体験利用は、支給対象か？
→体験利用の期間は家賃補助の対象外です。

Ｑ４　申請書等に記載されている内容が間違っている
→お手数おかけしますが、市ホームページ（ID：1052909）に掲載している様式をダウンロードのうえ正しい内容で記入してください。記入方法は、手書き、データ入力、どちらでも構いません。（データ入力の場合でも、印刷して紙ベースで御提出ください）

Ｑ５　代筆やデータ入力による記名は可能か？
→可能です。

Ｑ６　振り込み日はいつになるか？
→令和８年５月末です。（場合によっては、前後する可能性があります。）



